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	化学物質等安全データシート（SDS）
	作　　　成　2003年04月25日
	改　訂　日　2025年12月12日
	１．化学品及び会社情報
	化学品の名称：セレン化亜鉛（ジンクセレン、ジンクセレナイド）光学部品（コーティング無）
	供給者の情報
	供給者の会社名称： 住友電工ハードメタル株式会社
	住所：   兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号
	電話番号：  072-771-0555
	FAX番号：  072-773-1723
	緊急連絡電話番号： 072-771-0555（環境主管者）
	セレン化亜鉛光学部品の推奨用途
	炭酸ガスレーザ加工装置や遠赤外線用の光学部品
	使用上の制限
	所定の用途以外に使用しないこと
	セレン化亜鉛光学部品の状態に対する注意
	・コーティングしていないセレン化亜鉛光学部品は毒物および劇物取締法第2条第1項別表第1第28号に基づく指定令第1条第18号「セレン化合物およびこれを含有する製剤」に該当する毒物である。コーティングしているセレン化亜鉛光学部品は毒物および劇物取締法に定める毒物「セレン化合物およびこれを含有する製剤」には該当しない。
	・セレン化亜鉛自体は通常状態では安定な化合物であり、その毒性は確認されていない。
	他のセレン化合物には毒性を有するもの（セレン化水素、酸化セレン、セレン酸、亜セレン酸等）が多い。また酸化亜鉛ヒュームを吸引すると数時間後、亜鉛熱と呼ばれる悪寒･高熱を生ずる｡
	・セレン化亜鉛に関する環境有害性の知見はない。
	２.危険有害性の要約
	＊ OECD Test Guideline 準拠
	【 応急措置 】
	・皮膚に破片による切傷などが認められた場合は、医療処置を受ける。
	・眼に入った場合は、数分間多量の清水で洗浄し、眼科医の手当を受ける｡
	・飲み込んだ場合は、水でよく口を洗浄する。指をのどに差し込んで吐き出させ、直ちに医療処置を受けさせること｡ 酸又はアルカリで中和しようとしてはならない｡
	【 廃棄 】
	・内容物、容器を都道府県指定の産業廃棄物処理業者に処理委託すること。
	３．組成、成分情報
	・化学物質・混合物の区別：単一製品（コーティング無）
	セレン化亜鉛（100%）基板の表面に、コーティングを施さない光学部品。
	・化学名又は一般名：セレン化亜鉛光学部品
	４．応急措置
	吸入した場合
	・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。もし呼吸困難な場合は、酸素吸入をすること。呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行うとともに、医師の診断、手当を受けさせること。
	皮膚に付着した場合
	・皮膚に対する刺激性は確認されていないが、破片による切傷などが認められた場合は、医療処置を受けさせること。
	眼に入った場合
	・通常の固形異物としての刺激がある｡ 数分間多量の清水で洗浄し、眼科医の診断、手当を受けさせること｡
	飲み込んだ場合
	・水でよく口を洗浄すること。指をのどに差し込んで吐き出させ、直ちに医療処置を受けさせること｡ 酸又はアルカリで中和しようとしてはならない｡
	５．火災時の措置
	・粉末、炭酸ガス、乾燥砂、泡を用いて消火すること。
	使ってはならない消火剤
	・棒状注水
	消火活動を行う者の特別な保護具及び予備措置
	・不燃性であり、爆発性もない。但し、高温の火炎により分解又は酸化し、亜鉛蒸気･セレン蒸気･酸化亜鉛･酸化セレン等を発生する可能性がある。 消火活動を行うものは、自給式呼吸器および安全な保護衣を着用すること｡移動可能な容器は速やかに安全な場所に移すこと｡火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止すること｡
	消火作業は、風上から行う｡初期火災には、粉末、炭酸ガス、乾燥砂などを用いる｡水の使用が火災を拡大するというデータは無い｡但し、火炎により酸化セレンができ、水に溶けると亜セレン酸となる｡よってこれらを流出させないための適切な処置、消火後の回収が必要となる｡
	６．漏出時の措置
	人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
	・関係者以外は区域より退避させる。人体へのばく露を最小限にするための服装と保護具を装備すること。換気不十分な場所で措置を行う場合は、自給式呼吸器を使用すること。破損片で切創しないよう注意すること。
	環境に対する注意事項
	・回収した漏出物及び回収に際して使用した紙類･ウエス･モップ等は、都道府県指定の処理業者で処理すること。水洗して下水等に流してはならない｡
	封じ込め及び浄化の方法及び機材
	・粉じんは真空掃除機や紙類･ウエス･モップ等で回収すること。回収物は密閉容器に保管し、内容物を明示すること。取扱い時は、飲食又は喫煙をしないこと。
	７．取扱い及び保管上の注意
	取扱い
	【 技術的対策 】
	・粉じんの飛散が考えられる場合は、局所排気装置等の設置や保護具の使用により、人体へのばく露を最小限にすること。光学部品表面を清浄に保つため手袋を使用し、アルコ―ル等を染み込ませた光学部品クリーニング用の布や無じん紙にて、光学部品表面の定期的なクリーニングを行うことを推奨する。光学部品表面に異物が付着すると、異物がレーザ光を吸収して温度が上昇し、セレン化亜鉛の分解･酸化反応が生じたり、光学部品が破損する場合がある。破損した光学部品の微粉じんや分解・酸化によって生じた蒸気等のばく露を防ぐため、保護具を...
	【 安全取扱注意事項 】
	・使用前にこのSDSを熟読し、内容を理解した上で取り扱うこと。
	【 接触回避 】
	・火気、引火性物質、酸・アルカリとの接触を避けること。
	【 衛生対策 】
	・取り扱い後は、よく手を洗うこと。
	・環境への放出を避けること。
	・取扱い時は、飲食又は喫煙をしないこと。
	保管
	【 安全な保管条件 】
	・乾燥冷所に保管すること。酸・アルカリと同一場所に保管しないこと｡
	・容器包装にはセレン化亜鉛に見合った材料を用いること。
	８．ばく露防止及び保護措置　[ 参考文献（1）、（2）]
	ばく露防止
	・局所排気装置の設置により、浮遊粉じんが次表に記載した許容濃度の基準値を超えないようにすること。防じんマスクや呼吸保護具等を使用すること。
	・作業環境許容濃度（参考値）
	＊OSHA：  Occupational Safety & Health Administration U.S.Department.
	（米国労働安全衛生局）
	＊PEL：    Permissible Exposure Limit.（許容ばく露限界）
	＊ACGIH： American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.
	（米国産業衛生専門家会議）
	＊TLV：    Threshold Limit Value.（許容限度、しきい値）
	・設備対策
	光学部品の突発的な破損が生じて粉じんが飛散する恐れがあるため、光学部品周辺を密閉する
	か局所排気された装置・機器を使用すること。
	・保護具
	呼吸用保護具：　　　　　粉じん用マスクや呼吸用保護具を着用すること。
	手の保護具：　　　　　　粉じんに対する保護手袋を着用する。推奨材質は非浸透性ゴム。
	眼、顔面の保護具：　　　微小片に対する保護メガネ、顔面の保護具を着用すること。
	皮膚及び身体の保護具：　皮膚との直接接触は避けること。
	９．物理的及び化学的性質
	１０．安定性及び反応性
	反応性、化学的安定性
	・通常の環境下では安定している。
	危険有害反応可能性
	・塩酸・硝酸・硫酸等の酸に溶解し、この際にセレン化水素（許容濃度0.05ppm）を発生する｡
	避けるべき条件
	・不燃性であるが、高温の火炎により分解あるいは酸化し、亜鉛蒸気・セレン蒸気・酸化亜鉛・
	酸化セレン等を発生する可能性がある｡
	・強酸化性物質(強酸化剤、強酸、酸化エチレン、硝酸ナトリウムなど)､その他物質(強塩基など)との接触。
	混触危険物質
	・強酸化性物質(強酸化剤、強酸、酸化エチレン、硝酸ナトリウムなど)､その他物質(強塩基など)。
	危険有害な分解生成物
	・燃焼の際は、亜鉛蒸気・セレン蒸気・酸化亜鉛・酸化セレンが発生することがある。
	１１．有害性情報
	セレン化亜鉛自体は通常状態では安定な化合物であり、その毒性は確認されていない｡
	急性毒性
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